
平成 ２2年（2010）1 月〈２６〉

《
未
使
用
の
入
館
助
成
券
が
残
っ

て
い
ま
せ
ん
か
》

　

今
年
度
、
す
で
に
入
館
助
成
券

の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
で
、
ま

だ
使
用
さ
れ
て
い
な
い
人
は
、
有

効
期
限
が
３
月　

日
�
ま
で
と
な

３１

っ
て
い
ま
す
の
で
、
期
限
内
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

《
ま
だ
交
付
を
受
け
て
い
な
い
人

は
い
ま
せ
ん
か
》

　

対
象
者
に
１
４
０
０
円
分
の
入

館
助
成
券
を
交
付
し
ま
す
の
で
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
今

年
度
中
に
満　

歳
を
迎
え
る
人
も

７０

対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
誕
生
日

以
降
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
老
人
ク
ラ
ブ
会
員
は
、　

歳
未

７０

満
の
人
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

▽
交
付
場
所
…
福
祉
課
、
ま
た
は

各
地
域
局
。
高
梁
地
域
に
お
住
ま

い
の
人
は
最
寄
り
の
地
域
市
民
セ

ン
タ
ー
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

　

な
お
、
利
用
者
と
の
関
係
が
分

か
れ
ば
、代
理
申
請
も
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先　

福
祉

課
高
齢
福
祉
係（
�
�
０
２
６

５
）、ま
た
は
各
地
域
局
地
域
振
興

課
住
民
福
祉
係

全
期
前
納
報
奨
金
制
度
廃
止　

に
伴
う
口
座
振
替
方
法
変
更　

手
続
き
に
つ
い
て

　

平
成　

年
度
か
ら
「
市
民
税
・

２２

県
民
税（
普
通
徴
収
）」「
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
」
の
全
期
前
納

報
奨
金
制
度
が
廃
止
と
な
り
ま

す
。
こ
れ
に
伴
い
、
振
替
方
法
を

「
全
期
前
納
」
か
ら
「
期
別
」
へ
変

更
さ
れ
る
場
合
は
、
次
の
期
日
ま

で
に
金
融
機
関
で
変
更
手
続
き
を

お
願
い
し
ま
す
。

▽
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
…

３
月　

日
�

２３

▽
市
民
税
・
県
民
税（
普
通
徴
収
）

…
５
月　

日
�

２０

■
問
い
合
わ
せ　

税
務
課
収
税
係

（
�
�
０
２
１
５
）

高 
齢 
者 
の　
　
　
　
　

健
康
づ
く
り
を
支
援

　

市
は
、
市
内
在
住
の
満　

歳
以

７０

上
の
人
に
、市
健
康
増
進
施
設「
朝

霧
温
泉
ゆ
・
ら
・
ら
」
の
入
館
助

成
券
を
交
付
し
、
高
齢
者
の
健
康

増
進
と
交
流
を
図
っ
て
い
ま
す
。

納期限（口座振替日）のお知らせ　～納期までに納付してください～

口座振替申込期限
納期限

（口座振替日）
期税（料）目納付月

＜注意＞ 
該当月分からの口座振
替を希望される場合は、
左記の期日までに金融
機関へ申し込みが必要
です。

１２／２１
（月）

２／１
（月）

４期市 民 税・県 民 税（ 普 通 徴 収 ）

１月
７期

国 民 健 康 保 険 税（ 普 通 徴 収 ）

介 護 保 険 料（ 普 通 徴 収 ）

後期高齢者医療保険料（普通徴収）

１／２０
（水）

３／１
（月）

４期固 定 資 産 税 ・ 都 市 計 画 税

２月
８期

国 民 健 康 保 険 税（ 普 通 徴 収 ）

介 護 保 険 料（ 普 通 徴 収 ）

後期高齢者医療保険料（普通徴収）

※口座振替を登録されている場合は、口座振替日前に預金残高の確認をお願いします。　
■問い合わせ　税務課収税係（��０２１５）、保険課健康保険係（��０２５８）

税
金

生
活



平成 ２2年（2010）1 月〈２７〉

　20歳になられた皆さん、ご成人おめでとうございます。
　満20歳を迎えると、さまざまな権利とともに義務も生まれます。国民年金への加入も
そのひとつです。
　国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が加入して、やがて誰
にも訪れる老後の所得保障だけでなく、障害や死亡といった不慮の事故などにより私た
ちの生活の安定が損なわれることのないよう、前もって保険料を出し合い、お互いを支
え合う制度です。
　将来受け取る年金の半分は国庫負担で賄われるため、現在20歳の人も平均的に長生き
すれば、納付した保険料以上の年金が受け取れます。また、物価の変動に合わせて年金
額が改定されるので安心です。
　ただし、加入の届出や保険料の納め忘れがあると年金が受けられないことがあります
ので、「あのときに…」と後悔する前に必ず国民年金に加入し、成人としての第一歩を
踏み出しましょう。
　なお、学生や収入が少なく保険料の納付が困難な人は、「学生納付特例」や「若年者納
付猶予」など保険料の支払いを猶予する制度がありますので、国民年金の加入手続きと
併せて申請してください。
※20歳以前に就職して厚生年金等に加入している人は、国民年金の第２号被保険者とな
　っていますので手続きは不要です。

20歳になったら『国民年金』

肝
臓
機
能
障
害
が
身
体
障

害
者
手
帳
の
交
付
対
象
に

　

平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
、
身

２２

体
障
害
者
手
帳
の
対
象
障
害
に
、

新
た
に
「
肝
臓
機
能
障
害
」
が
追

加
さ
れ
ま
す
。対
象
と
な
る
の
は
、

肝
臓
機
能
の
障
害
が
重
症
化
し
、

回
復
困
難
に
な
っ
て
い
る
も
の
と

し
て
、
厚
生
労
働
省
が
定
め
る
認

定
基
準
・
認
定
要
領
に
合
致
す
る

人
で
す
。

　

な
お
、「
肝
臓
機
能
障
害
」
に
よ

る
身
体
障
害
者
手
帳
の
申
請
は
、

２
月
１
日
�
か
ら
受
付
を
開
始
し

ま
す
。

《
身
体
障
害
者
手
帳
の
申
請
に
必

要
な
書
類
》

①
身
体
障
害
者
手
帳
交
付
申
請
書

（
既
に
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
る
人
は
、「
再
交
付
申

請
書
」）

②
身
体
障
害
者
福
祉
法
第　

条
に

１５

よ
り
指
定
を
受
け
た
医
師
の
「
診

断
書
・
意
見
書
」

③
写
真（
た
て
４
�
×
よ
こ
３
�
）

※
①
と
②
は
福
祉
課
、
ま
た
は
各

自
転
車
の
適
正
な
保
管
場
所
を
確

保
で
き
る
人

※
申
請
は
同
一
世
帯
に
つ
き
１
人

に
限
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▽
貸
出
台
数
…　

台
（
電
動
ア
シ

１０

ス
ト
付
き
）

※
応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
抽
選

を
行
い
ま
す
。

▽
貸
出
期
間
…
１
年
間

※
た
だ
し
、
要
件
を
満
た
す
人
は

最
大
３
年
ま
で
更
新
で
き
ま
す
。

▽
貸
出
料
金
…
無
料

※
貸
出
開
始
時
や
更
新
時
に
か
か

る
点
検
整
備
費
お
よ
び
対
人
賠
償

保
険
加
入
費
用（
約
１
０
０
０
円
）

や
貸
出
中
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
費
用

な
ど
は
利
用
者
負
担
。

▽
貸
出
条
件
…
①
市
の
主
催
す
る

交
通
安
全
講
習
を
受
講
す
る
②
同

乗
す
る
幼
児
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着

用
す
る
③
貸
出
中
に
事
故
な
ど
で

発
生
し
た
損
害
に
か
か
る
賠
償
は

利
用
者
が
責
任
を
負
う
④
利
用
に

関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
回
答

す
る

▽
貸
出
開
始
…
４
月
１
日
�
〜

▽
募
集
期
間
…
２
月　

日
�
ま
で

１５

▽
応
募
方
法
…
申
請
書
に
必
要
事

項
を
記
入
の
上
、
子
ど
も
課
へ
郵

送
、
ま
た
は
子
ど
も
課
、
各
地
域

地
域
局
に
備
え
て
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先　

福
祉

課
障
害
福
祉
係
（
�
�
０
２
８

４
）、各
地
域
局
地
域
振
興
課
住
民

福
祉
係

３ 
人 
乗 
り
自
転
車
貸
出

事
業
を
開
始
し
ま
す

　

昨
年
７
月
か
ら
、
安
全
基
準
を

満
た
し
た
自
転
車
で
の
３
人
乗
り

（
幼
児
２
人
同
乗
）走
行
が
可
能
に

な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
一
般
の
自
転
車
と
比

較
す
る
と
安
価
な
も
の
で
は
な

く
、
購
入
し
て
も
幼
児
２
人
を
同

乗
さ
せ
る
期
間
は
限
ら
れ
て
い
る

た
め
、
普
及
が
な
か
な
か
進
ま
な

い
の
が
現
状
で
す
。

　

市
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま

え
、
普
及
促
進
、
自
転
車
の
安
全

な
走
行
と
マ
ナ
ー
の
啓
発
を
図
る

た
め
、
３
人
乗
り
（
幼
児
２
人
同

乗
用
）
自
転
車
の
貸
し
出
し
を
行

い
ま
す
。

▽
貸
出
対
象
者
…
市
内
に
在
住
の

満
１
歳
以
上
６
歳
未
満
の
幼
児
を

２
人
以
上
養
育
し
て
い
る
人
で
、

●●●●●●●●国民年金

■問い合わせ　市民環境課戸籍住民係（��０２５２）

　　　　　　　日本年金機構高梁年金事務所（��０５７２）

局
、
各
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
送
の
場
合

は
、
２
月　

日
�
当
日
消
印
有
効

１５

で
す
。

※
申
請
書
は
各
提
出
先
に
備
え
て

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み　

〒

７
１
６
�
８
５
０
１
〔
住
所
不
要
〕

高
梁
市
役
所
子
ど
も
課
子
ど
も
支

援
係（
�
�
０
２
８
８
）、
ま
た
は

各
地
域
局
地
域
振
興
課
住
民
福
祉

係


